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(57)【要約】
【課題】波長未変換光の漏れ又は色むらを抑制しながら
、より一層光取り出し効率を向上させることができる発
光装置を提供することを目的とする。
【解決手段】基体１１と、基体１１の上に載置された発
光素子１４と、発光素子１７の側面側に配置された光反
射部材１８と、少なくとも発光素子１４の上面を被覆す
る透光積層体１５とを備え、透光積層体１５は、第１の
透光層１６ａと、第１の透光層１６ａの上に配置された
第１の波長変換層１７ａと、第１の波長変換層１７ａの
上に配置された第２の透光層１６ｂと、第２の透光層１
６ｂの上に配置された第２の波長変換層１７ｂとを含む
発光装置。
【選択図】図１Ｂ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基体と、
　該基体の上に載置された発光素子と、
　該発光素子の側面側に配置された光反射部材と、
　少なくとも前記発光素子の上面を被覆する透光積層体とを備え、
　該透光積層体は、
　第１の透光層、
　該第１の透光層の上に配置された第１の波長変換層、
　該第１の波長変換層の上に配置された第２の透光層及び
　該第２の透光層の上に配置された第２の波長変換層を含むことを特徴とする発光装置。
【請求項２】
　前記光反射部材は、前記発光素子の側面に接触して配置されている請求項１に記載の発
光装置。
【請求項３】
　前記発光素子の上面及び前記光反射部材の上面は面一である請求項１又は２に記載の発
光装置。
【請求項４】
　前記第１の透光層は、前記発光素子の上面及び前記光反射部材の上面を被覆する請求項
１～３のいずれか１つに記載の発光装置。
【請求項５】
　前記第１の透光層は、前記発光素子の上面と前記光反射部材の上面とに接触して被覆す
る請求項１～４のいずれか１つに記載の発光装置。
【請求項６】
　前記発光素子が、フリップチップ実装で前記基体の上に載置されており、
　前記光反射部材は、前記発光素子の前記基体と対向する下面を被覆する請求項１～５の
いずれか１つに記載の発光装置。
【請求項７】
　前記基体は、前記発光素子が載置された領域以外の上面が前記光反射部材で被覆されて
いる請求項１～６のいずれか１つに記載の発光装置。
【請求項８】
　前記第１の透光層は、前記発光素子の側面に接触して、前記発光素子の側面を被覆する
請求項１、４～７のいずれか１つに記載の発光装置。
【請求項９】
　前記光反射部材は、前記第１の透光層を介して、前記発光素子の側面側に、配置されて
いる請求項１、４～８のいずれか１つに記載の発光装置。
【請求項１０】
　前記光反射部材は、前記発光素子に対向して、前記体の上面に対して傾斜する面を有す
る請求項１、４～９のいずれか１つに記載の発光装置。
【請求項１１】
　前記光反射部材は、前記発光素子の上面よりも高い位置にその上面を有する請求項１、
４～１０のいずれか１つに記載の発光装置。
【請求項１２】
　前記第１の透光層、第１の波長変換層、前記第２の透光層及び前記第２の波長変換層は
、それらの側面が面一である請求項１～１１のいずれか１つに記載の発光装置。
【請求項１３】
　前記第１の波長変換層及び第２の波長変換層は、蛍光体を含有しており、前記第１の波
長変換層中の蛍光体量は、前記第２の波長変換層中の蛍光体量よりも少ない請求項１～１
２のいずれか１つに記載の発光装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、小型で電力効率が良好で、光波長変換部材によって種々の色彩の光が得られる発
光ダイオードが、各種の光源として使用されている。
　例えば、発光素子の上に、透明樹脂層、波長変換層及び拡散層が順に積層された発光装
置が提案されている（特許文献１）。また、発光素子の上に、封止部材、蛍光体層、封止
部材及び蛍光体層が順に積層された発光装置が提案されている（特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】国際公開第２０１３／０１１６２８号
【特許文献２】特開２０１３－１２６０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の発光装置では、透明樹脂層又は封止部材、波長変換層、拡散層及び蛍光体層等の
積層数が多くなると、その材料によって光の吸収が発生することが懸念されるために、よ
り一層の光取り出し効率の向上が求められている。
　一方、これらの層の数及び積層形態等によって、波長未変換の光の漏れが発生すること
があり、これに起因して色むらが発生することが懸念され、より一層の光漏れ又は色むら
の改善が求められている。
【０００５】
　本発明は上記課題に鑑みなされたものであり、波長未変換光の漏れ又は色むらを抑制し
ながら、より一層光取り出し効率を向上させることができる発光装置を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の発光装置は、
　基体と、
　該基体の上に載置された発光素子と、
　該発光素子の側面側に配置された光反射部材と、
　少なくとも前記発光素子の上面を被覆する透光積層体とを備え、
　該透光積層体は、
　第１の透光層、
　該第１の透光層の上に配置された第１の波長変換層、
　該第１の波長変換層の上に配置された第２の透光層及び
　該第２の透光層の上に配置された第２の波長変換層を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の発光装置によれば、光漏れ又は色むらを抑制しながら、より一層光取り出し効
率を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１Ａ】本発明の発光装置の一実施形態を示す概略平面図である。
【図１Ｂ】図１ＡのＡ－Ａ’線断面図である。
【図１Ｃ】本発明の発光装置と比較例の発光装置における０°及び９０°方向の指向角と
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色度との関係を示すグラフである。
【図２】本発明の発光装置の別の実施形態を示す概略断面図である。
【図３】本発明の発光装置のさらに別の実施形態を示す概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本願においては、各図面が示す部材の大きさや位置関係等は、説明を明確にするため誇
張していることがある。以下の説明において、同一の名称、符号については同一又は同質
の部材を示しており、詳細説明を適宜省略する。一実施例及び一実施形態において説明さ
れた内容は、他の実施例及び実施形態等に利用可能である。
【００１０】
　本発明の発光装置は、基体と、発光素子と、光反射部材と、透光積層体とを備える。こ
の発光装置は、サイドビュータイプ及びトップビュータイプのいずれでもよいが、特にト
ップビュータイプの発光装置とすることが好ましい。
【００１１】
　（基体）
　発光装置は、通常、発光素子を載置するための基体を備えている。
　基体は、通常、ガラスエポキシ、樹脂、セラミックス（ＨＴＣＣ、ＬＴＣＣ）などの絶
縁性材料、絶縁性材料と金属部材との複合材料等によって形成される。基体は、耐熱性及
び耐候性の高いセラミックス又は熱硬化性樹脂を利用したものが好ましい。セラミックス
材料としては、アルミナ、窒化アルミニウム、ムライトなどが挙げられる。これらのセラ
ミックス材料に、例えば、ＢＴレジン、ガラスエポキシ、エポキシ系樹脂等の絶縁性材料
を組み合わせて形成された基体でもよい。熱硬化性樹脂としては、エポキシ樹脂、トリア
ジン誘導体エポキシ樹脂、変性エポキシ樹脂、シリコーン樹脂、変性シリコーン樹脂、ア
クリレート樹脂、ウレタン樹脂などを利用することができる。なかでも、トリアジン誘導
体エポキシ樹脂を用いることがより好ましい。
【００１２】
　基体の形状は特に限定されるものではなく、表面が平坦な板状体、このような板状体の
上に、傾斜面を有するリフレクタ様の部位が配置又は一体的に成形されたもの等のいずれ
であってもよい。ただし、リフレクタ様の部位は、板状体である基体と同じ材料で形成さ
れていてもよいし、異なる材料で形成されていてもよい。
【００１３】
　基体は、通常、その表面及び／又は内部に発光素子と接続される導電部材を有する。導
電部材としては、基体に配置される配線パターン及びリードフレームなどが挙げられる。
配線パターンは、銅、アルミニウム、金、銀、タングステン、鉄、ニッケル等の金属又は
鉄－ニッケル合金、燐青銅等の合金等によって形成することができる。また、配線パター
ンが表面に配置される場合には、載置される発光素子からの光を効率よく取り出すために
、その表面に反射メッキが施されていてもよい。また、配線パターンは、基体表面又は内
部において、屈曲、変形していてもよい。配線パターンの厚みは、例えば、数μｍから数
百μｍが挙げられる。
　リードフレームは、例えば、アルミニウム、鉄、ニッケル、銅、銅合金、ステンレス鋼
、インバー合金等によって形成することができる。異種の金属をクラッドしたクラッド材
であってもよい。これらのリードフレームは、表面を金、銀、ニッケル、パラジウム又は
それらの合金などでメッキすることが好ましい。リードフレームの厚みは、例えば、数十
μｍ～１０００μｍが挙げられる。
　このような基体は、当該分野で公知であり、発光素子等が実装されるために使用される
基体のいずれをも用いることができる。
【００１４】
　なお、導電部材は、発光素子と電気的に接続されるもののみならず、発光素子又は保護
素子を載置する、放熱性を向上させる、保護素子と電気的に接続されるなど、他の機能を
付与するためにも利用することができる。従って、基体は、正負一対の導電部材のみなら
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ず、さらに導電部材に相当するパターンを１つ以上有していてもよい。
【００１５】
　基体及び導電部材の材料によっては、また、上述したリフレクタ様の部材の材料又はそ
の有無によって、基体及び／又は導電部材及び／又はリフレクタ様の部材の表面は、後述
する発光素子が載置されている領域を除いて、反射性の材料層で被覆されていることが好
ましい。ここでの反射性の材料層は、後述する光反射部材を構成する材料のなかから選択
して形成することができる。また、反射性の材料層は、後述する光反射部材自体で構成さ
れていてもよい。言い換えると、反射性の材料層は、後述する光反射部材を兼ねていても
よい。
【００１６】
　（発光素子）
　本発明で用いられる発光素子は、いわゆる発光ダイオードと呼ばれる素子を意味する。
なかでも、基板上に、ＩｎＮ、ＡｌＮ、ＧａＮ、ＩｎＧａＮ、ＡｌＧａＮ、ＩｎＧａＡｌ
Ｎ等の窒化物半導体、III－V族化合物半導体、II－VI族化合物半導体等、種々の半導体に
よる発光層を含む積層構造が形成されたものが挙げられる。
【００１７】
　発光素子は、対向する面に正負電極がそれぞれ形成されたものであってもよく、同一面
側に正負電極がともに形成されていてもよい。正負電極は、１つずつ形成されていてもよ
いし、それぞれ２つ以上形成されていてもよい。
【００１８】
　電極は、その材料、膜厚、構造において、特に限定されず、金、銅、鉛、アルミニウム
又はこれらの合金を含む単層構造又は積層構造のいずれでもよい。また、各電極の表面に
は、パッド電極として、Ｎｉ、Ｔｉ、Ａｕ、Ｐｔ、Ｐｄ、Ｗ等の金属又は合金の単層膜又
は積層膜を形成してもよい。電極の膜厚は特に限定されないが、なかでも、最終層（最も
表面側）にＡｕが配置され、その膜厚が１００ｎｍ程度以上であることが好ましい。
【００１９】
　発光素子は、通常、上述した基体の上に載置されている。発光素子は、接合部材によっ
て基体に固定されている。
　同一面側に正負電極を有する発光素子を用いる場合は、フェイスアップ実装及びフリッ
プチップ実装のいずれの形態でもよいが、フリップチップ実装されていることが好ましい
。この場合、発光素子の正負電極は導電部材と対向するように配置され、接合部材により
接合されている。発光素子がフリップチップ実装されている場合には、発光素子の基体と
対向する下面が、後述する光反射部材で被覆されていることが好ましい。
　フリップチップ実装の場合の接合部材としては、発光素子と基体の導電部材とを物理的
かつ電気的に接続することができる材料を用いればよい。例えば、Ｓｎ－Ｃｕ、Ｓｎ－Ａ
ｇ－Ｃｕ、Ａｕ－Ｓｎ等のハンダ材料、Ａｕ等の金属バンプ、異方性導電ペースト等を用
いることができる。
【００２０】
　対向する面にそれぞれ正負電極を有する発光素子を用いる場合は、電極が形成されてい
ない側の面（以下、第１面又は裏面ということがある）を基体の配線パターン、リードフ
レーム上又は基体上であって導電部材の配置されていない部分に載置し、接合部材によっ
て基体に固定することができる。導電部材上に接合する場合は、Ａｇ、Ａｕ、Ｐｄなどを
含有した導電性ペースト等の接合部材によって固定することが好ましい。これによって、
裏面に配置された電極を、基体の配線パターンに電気的に接続することができる。また、
導電部材の配置されていない部分に載置する場合は、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂等の
接合部材を用いてもよい。
　また、発光素子からの光や熱による劣化を考慮して、発光素子の裏面にＡｌ、Ａｇ等の
金属メッキをし、Ａｕ－Ｓｎ等のハンダ材料、低融点金属等のろう材、導電性ペーストな
どを接合材料として用いてもよい。
【００２１】
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　他方の電極（以下、第２電極ということがある）が形成された他方の面（以下、第２面
又は上面ということがある）は、基体とは反対側に面して配置され、第２電極は、通常、
ワイヤと電気的に接続される。
【００２２】
　本発明の発光装置では、発光素子は、１つの発光装置において１つのみ載置されていて
もよいが、複数載置されていてもよい。発光素子が複数載置されている場合には、並列、
直列又はこれらの組み合わせなど、接続形態は特に限定されない。
【００２３】
　（光反射部材）
　発光素子の側面側には、光反射部材が配置されている。
　光反射部材は、発光素子の側面に接触していてもよいし、発光素子から離間していても
よい。いずれの場合でも、光反射部材が発光素子を直接及び間接に被覆するように配置さ
れていることが好ましい。これにより、発光素子から横方向に出射される光を上方に効率
的に取り出すことができる。特に、発光素子の側面の少なくとも一部が光反射部材で被覆
されていることが好ましく、その側面の全部が被覆されていることがより好ましい。光反
射部材は、発光素子に接触して配置されていることがさらに好ましい。
　光反射部材は、発光素子の側面のみならず、発光素子が載置された領域以外の基体及び
配線パターンの上面を被覆することが好ましい。また、光反射部材は、基体の配線パター
ンに接続された発光素子の電極間、これら電極が形成された基体に対向する発光素子の下
面を被覆することがより好ましい。
【００２４】
　光反射部材が発光素子から離間して配置されている場合には、光反射部材と発光素子と
の間に、透光性部材が配置されていることが好ましい。この透光性部材は、例えば、後述
の透光積層体を構成する第１の透光層を形成する材料のなかから選択することができる。
また、透光性部材が、この第１の透光層を兼ねていてもよい。言い換えると、光反射部材
は、第１の透光層を介して発光素子の側面側に配置させることができる。
【００２５】
　光反射部材は、その上面が平坦であることが好ましい。発光素子の上面と面一であって
もよいし、発光素子の上面よりも高い位置にその上面が配置されていてもよい。ここでの
面一とは、樹脂の自重によってその表面に意図しない若干の凹部が形成されることが許容
され、つまり、数１０μｍ程度の高低差が許容されることを意図する。光反射部材は、後
述する透光積層体の最下層、例えば、第１の透光層と接触して配置されていることが好ま
しい。
【００２６】
　光反射部材は、発光素子からの光に対する反射率が６０％以上である反射性材料、さら
に、７０％、８０％又は９０％以上の反射性材料で形成されているものが好ましい。
　反射性材料は、例えば、セラミック、樹脂、誘電体、パルプ、ガラス又はこれらの複合
材料等により形成することができる。なかでも、任意の形状に容易に成形することができ
るという観点から、樹脂が好ましい。
【００２７】
　樹脂としては、熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂などが挙げられる。具体的には、シリコー
ン樹脂、変成シリコーン樹脂、エポキシ樹脂、変成エポキシ樹脂、アクリル樹脂の１種以
上を含む樹脂又はハイブリッド樹脂等が挙げられる。
【００２８】
　また、これら材料、例えば、樹脂に、二酸化チタン、二酸化ケイ素、二酸化ジルコニウ
ム、チタン酸カリウム、アルミナ、窒化アルミニウム、窒化ホウ素、ムライト、酸化ニオ
ブ、硫酸バリウム、カーボンブラック、各種希土類酸化物（例えば、酸化イットリウム、
酸化ガドリニウム）などの光反射部材、光散乱材又は着色剤等を含有させることが好まし
い。ガラスファイバー、ワラストナイトなどの繊維状フィラー、カーボンブラック等の無
機フィラー、放熱性の高い材料（例えば、窒化アルミ等）を含有させてもよい。これらの
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光反射部材等は、例えば、全光反射部材の重量に対して５～６０％程度で含有することが
できる。
　光反射部材は、スクリーン印刷、ポッティング、トランスファーモールド、コンプレッ
ションモールド、圧縮成形、射出成形等により形成することができる。また、電着塗装、
スプレー塗布により形成してもよい。光反射部材を形成する際、マスクを用いるなど、光
反射部材が発光素子の上面を被覆しない手段を講じることが好ましい。
【００２９】
　光反射部材が発光素子から離間して配置されている場合には、光反射部材は、上述した
ように、リフレクタ様の部材として基体上に配置されているか、基体と一体的に形成され
ていていることが好ましい。なお、光反射部材は、その上面が平坦面であることが好まし
い。
　この場合、光反射部材は、発光素子に対向して、傾斜面を有することが好ましい。ここ
での傾斜面とは、基板の上面に対して３０～８０度、３０～７０度、４０～７０度程度が
好ましい。このような傾斜面を有することにより、発光素子の上面に光を取り出すことが
できる。
【００３０】
　（透光積層体）
　透光積層体は、少なくとも発光素子の全上面を被覆する部材である。透光積層体は、発
光素子の全上面に加えて、その周辺を被覆していることが好ましい。
　透光積層体は、例えば、透光層、波長変換層、バンドパスフィルター層、任意に他の機
能層（例えば、拡散層）の１以上が積層されていればよく、なかでも、２層以上の透光層
と２層以上の波長変換層とが積層されていることが好ましい。透光積層体を構成する各層
の積層順は特に限定されないが、異なる機能を有する層が交互に配置されていることが好
ましい。
【００３１】
　バンドパスフィルター層は、特定の波長のみを、特定の波長より長波長側のみを通過さ
せるか又は反射させることができる機能を有する。よって、発光素子と透光積層体との間
にバンドパスフィルター層が配置されている場合には、発光素子から出射された光を通過
させ、波長変換層で波長変換させた光を発光素子に戻らないようにすることができる。
【００３２】
　２層以上の透光層と２層以上の波長変換層とが積層される場合、発光素子側から、第１
の透光層と、第１の波長変換層と、第２の透光層と、第２の波長変換層とがこの順に積層
されているものが好ましい。第１の透光層は、発光素子の上面と接触していることが好ま
しい。
　特に、透光積層体は、発光素子の上面及び光反射部材の上面を被覆する第１の透光層と
、この第１の透光層の上に配置された第１の波長変換層と、この第１の波長変換層の上に
配置された第２の透光層と、この第２の透光層の上に配置された第２の波長変換層とを有
していることが好ましい。
【００３３】
　このような透光積層体を備えることにより、光取り出し効率を維持又は向上させながら
、波長未変換光の光漏れ又は色むらを確実に抑制することができる。
　特に、発光素子の上面を被覆する第１の透光層を配置することにより、発光素子の直上
に波長変換層が配置するものに比較して、発光素子から出射された光が蛍光体による反射
によって発光素子に戻る、戻り光を大幅に低減させることができる。これによって、戻り
光の発光素子による吸収を低減させることが可能となり、その結果、光束を増加させ、光
取り出し効率を向上させることができる。
【００３４】
　また、第１の透光層と第１の波長変換層との上に、第２の透光層を積層させることによ
り、透光積層体において必要な強度等を確保するために、第１の透光層を、必要な厚みに
設定する場合よりもより薄膜に設定することができる。よって、第１の透光層の側面から
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波長変換されずに漏れ出る光を極力低減することができる。同時に、第２の透光層によっ
て必要な厚みを確保することができるため、透光積層体としての強度を維持することがで
きる。さらに、後述する第２の波長変換層中の蛍光体に起因する反射による戻り光が発生
したとしても、発光素子に戻す確率を低下させることができ、かつ光のロスを回避するこ
とができるため、より一層光取り出し効率を向上させることが可能となる。
【００３５】
　第１の透光層と第１の波長変換層との上に、第２の波長変換層を積層させることにより
第１の波長変換層中の蛍光体での反射による戻り光を低減させるために、第１の波長変換
層中の蛍光体量を低減させても、第２の波長変換層によって、確実に波長変換させること
が可能となり、所望の波長又は色の光を取り出すことが可能となる。
【００３６】
　また、発光装置の出射光を白色化する場合、第２の波長変換層を設けることにより、単
層構造の波長変換層と比較して、各波長変換層を薄膜化することができるため、波長変換
層内での光路長の長短ばらつきを低減することができる。これによって、波長変換層から
出射する光の波長変換の程度（つまり色調）を均一化することができる。その結果、色む
らを改善することができる。言い換えると、波長変換層の厚みが厚ければ、波長変換層を
垂直方向に進む光に対して、斜め方向に進む光の路長が顕著に長くなる。路長が長ければ
、蛍光体によって波長変換される割合が増加する。その結果、波長変換層を垂直方向に進
んで出射される光と、斜め方向に進んで出射される光とが、異なる波長となり、光質がば
らつき、色むらの原因となる。一方、波長変換層の厚みが薄ければ、波長変換層を垂直方
向に進んで出射される光と、斜め方向に進んで出射される光との波長ばらつきが低減され
る。その結果、色むらが改善される。
【００３７】
　透光積層体は、その総厚みが、例えば、１０～２００μｍ程度が挙げられ、３０～８０
μｍ程度が好ましい。
【００３８】
　透光積層体は、１つの発光装置に１つのみ配置されていればよい。この場合、１つの発
光素子が搭載された１つの発光装置に対して、１つの透光積層体が配置されていてもよい
し、複数の発光素子が搭載された１つの発光装置に対して、１つの透光積層体が配置され
ていてもよい。また、複数の発光素子が搭載された１つの発光装置に対して、２以上の透
光積層体が配置されていてもよい。この場合、個々の発光素子にそれぞれ透光積層体が配
置されていてもよいし、２以上の発光素子をグループ化して、各グループに１つの透光積
層体が配置されていてもよい。いずれの場合にも、複数の発光素子を１つの透光積層体で
被覆する場合には、その対象となる複数の発光素子又は発光素子群の外形よりも大きな平
面積で被覆することが好ましい。
【００３９】
　透光積層体は、これを構成する各層が、同一平面積及び同一形状の積層体であり、その
側面が面一、つまり全て一致していることが好ましいが、その一部の層の一部側面のみが
突出又は凹んでいてもよい。
【００４０】
　（透光層）
　透光層は、発光素子から出射される光を通過させる層であり、発光素子から出射される
光の６０％以上を透過するもの、さらに、７０％、８０％又は９０％以上を透過するもの
が好ましい。このような層は、例えば、シリコーン樹脂、シリコーン変成樹脂、エポキシ
樹脂、フェノール樹脂、ポリカーボネート樹脂、アクリル樹脂、トリメチルペンテン樹脂
、ポリノルボルネン樹脂又はこれらの樹脂を１種以上含むハイブリッド樹脂等の樹脂、あ
るいはガラス等により形成することができる。
【００４１】
　透光層は、後述する蛍光体及び／又は拡散材などが含有されていてもよいが、蛍光体及
び／又は拡散材などを含有せず、実質的に、上述した材料のみによって形成されているこ
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とが好ましい。蛍光体及び／又は拡散材によって反射して発光素子に戻る光を極力抑える
ことができ、発光素子によって吸収される光のロスを低減させることができるからである
。例えば、透光積層体が２以上の透光層を備えている場合には、いずれか１層にのみ、２
層以上に又は全層に、蛍光体及び／又は拡散材等が含有されていてもよい。
【００４２】
　なかでも、透光積層体が発光素子側から第１の透光層と第２の透光層とを備えている場
合には、第１の透光層及び第２の透光層とも蛍光体及び／又は拡散材等を含有しないもの
が好ましいが、第２の透光層又はそれよりも光取り出し側に配置される透光層は、蛍光体
及び／又は拡散材等を含有してもよい。
　透光層は、透光層を積層して固定するために、その上下面に、接着剤として機能する透
光層が数μｍ程度の極薄膜状態で配置されていてもよい。
【００４３】
　透光層は、板状又はシート状であればよく、その厚みは特に限定されないが、１０～５
００μｍ程度が挙げられ、１０～１００μｍ程度が好ましく、２０～８０μｍ程度がより
好ましい。透光層は均一な厚みを有していることが好ましいが、部分的に厚膜又は薄膜状
であってもよいし、上面又は下面を一部又は全部にわって凸面及び／又は凹面等の凹凸面
にしてもよい。例えば、発光素子の側面側に配置された光反射部材を有し、かつ発光素子
と接触する第１の透光層が発光素子の側面側を直接（接触して）又は間接（離間して）に
被覆する場合、第１の透光層が発光素子と光反射部材との上面を直接（接触して）又は間
接（離間して）に被覆することがある。任意に、発光素子と光反射部材との間を被覆する
こともある。よって、透光層の下面が、発光素子及び光反射部材の上面及び／又は側面等
の形状に沿って凹凸を有していてもよい。
【００４４】
　透光層が２以上積層される場合、それらの層は互いに厚みが異なっていてもよいが、同
程度の厚みであることが好ましい。特に、発光素子側に配置される第１の透光層は、発光
素子から出射される光の進行方向によって適宜調節することができ、例えば、最も薄膜部
の厚みが３０～５０μｍ程度が好ましい。
　このような厚みとすることにより、発光素子から出射された光であって、波長変換層に
当たらずに第１の透光層から出射される未波長変換光の漏れと、発光素子への戻り光との
バランスを図ることができる。その結果、光取り出し効率を向上させながら、色むらを改
善することができる。
【００４５】
　透光層は、その平面形状を、発光装置の大きさ、形状、発光素子の配置等によって適宜
調整することができる。例えば、透光層は、発光素子の上面と同じ面積及び形状でもよい
が、上述したように、発光素子よりも大きいことが好ましく、発光装置の外形を構成する
平面形状と同じ平面積及び平面形状を有していることが好ましい。これにより、より小型
の発光装置をシンプルな構成で形成することができる。
　透光層が複数積層される場合、その平面積及び形状の全てが必ずしも同一でなくてもよ
いが、同一であることが好ましい。特に、複数の透光層は、その側面を一致させて積層さ
せることが好ましい。
【００４６】
　（波長変換層）
　波長変換層は、蛍光体を含んで構成される。この場合、蛍光体のみからなる層であって
もよいし、上述したような透光性の樹脂材料等に蛍光体を含有した層であってもよい。
　蛍光体としては、当該分野で公知のものを使用することができる。例えば、セリウムで
賦活されたイットリウム・アルミニウム・ガーネット（ＹＡＧ）、セリウムで賦活された
ルテチウム・アルミニウム・ガーネット（ＬＡＧ）、ユウロピウム及び／又はクロムで賦
活された窒素含有アルミノ珪酸カルシウム（ＣａＯ－Ａｌ２Ｏ３－ＳｉＯ２）、ユウロピ
ウムで賦活されたシリケート（（Ｓｒ，Ｂａ）２ＳｉＯ４）などが挙げられる。これによ
り、可視波長の一次光及び二次光の混色光（例えば白色系）を出射する発光装置、紫外光
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の一次光に励起されて可視波長の二次光を出射する発光装置とすることができる。
【００４７】
　また、Ｓｉ６－ＺＡｌＺＯＺＮ８－Ｚ：Ｅｕ、ＢａＭｇＡｌ１０Ｏ１７：Ｅｕ、ＢａＭ
ｇＡｌ１０Ｏ１７：Ｅｕ，Ｍｎ、（Ｚｎ，Ｃｄ）Ｚｎ：Ｃｕ、（Ｓｒ，Ｃａ）１０（ＰＯ

４）６Ｃｌ２：Ｅｕ，Ｍｎ、（Ｓｒ，Ｃａ）２Ｓｉ５Ｎ８：Ｅｕ、ＣａＡｌＳｉＢｘＮ３

＋ｘ：Ｅｕ、Ｋ２ＳｉＦ６：Ｍｎ、（Ｓｒ，Ｃａ）ＡｌＳｉＮ３：Ｅｕ及びＣａＡｌＳｉ
Ｎ３：Ｅｕなどの蛍光体を用いて演色性及び／又は色再現性を調整することもできる。ま
た、量子ドット蛍光体を用いてもよい。
【００４８】
　樹脂材料等に蛍光体を含有した層である場合には、波長変換層の全重量に対して、蛍光
体を、例えば、５～２００重量％程度含有させることが好ましい。
【００４９】
　波長変換層は、拡散材等を含有していてもよい。拡散材としては、例えば、シリカ、酸
化チタン、酸化ジルコニウム、酸化マグネシウム、炭酸マグネシウム、水酸化マグネシウ
ム、炭酸カルシウム、水酸化カルシウム、珪酸カルシウム、酸化亜鉛、チタン酸バリウム
、酸化アルミニウム、酸化鉄、酸化クロム、酸化マンガン、ガラス、カーボンブラック、
蛍光体の結晶又は焼結体、蛍光体無機物の結合材との焼結体等が挙げられる。
　樹脂材料等に拡散材等を含有した層である場合には、波長変換層の全重量に対して、拡
散材等を、例えば、５～３０重量％程度含有させることが好ましい。
【００５０】
　波長変換層が２層以上積層される場合、各層の蛍光体及び／又は拡散材の種類は、同じ
であっても、異なっていてもよい。例えば、発光素子に近い側から緑色蛍光体、その上に
赤色蛍光体又は黄色蛍光体、その上に赤色蛍光体を配置することができ、その逆でもよい
。
　また、波長変換層が２層以上積層されている場合、発光素子に近い側よりも遠い側のほ
うを、蛍光体及び／又は拡散材の含有量を多くすることが好ましい。例えば、第１の波長
変換層（発光素子に近い側）及び第２の波長変換層が配置されている場合には、第１の波
長変換層中の蛍光体量は、第２の波長変換層中の蛍光体量よりも少ないことが好ましい。
ここでの含有量の差は、波長変換層の積層数、蛍光体の種類、発光装置の意図する色等に
よって上記範囲内で適宜調整することができる。このような含有量の差によって、発光素
子に近い側において蛍光体及び／又は拡散材の含有量を少なくして、これらに起因する反
射による発光素子への戻り光を低減することができる。同時に、発光素子に遠い側で、必
要な波長変換又は散乱等を確保することが可能となり、所望の色、波長、配光の光を得る
ことができる。
【００５１】
　波長変換層は、板状又はシート状であることが好ましい。その厚みは特に限定されない
が、０．１～１００μｍ程度が挙げられ、１～５０μｍ程度が好ましく、１～３０μｍ程
度がより好ましい。波長変換層は均一な厚みを有していることが好ましいが、部分的に厚
膜又は薄膜状であってもよい。波長変換層が２以上積層される場合、それらの層は互いに
厚みが異なっていてもよいが、同程度の厚みであることが好ましい。
【００５２】
　波長変換層は、その平面形状を、発光装置の大きさ、形状、発光素子の配置等によって
適宜調整することができる。例えば、波長変換層は、発光素子の上面と同じ面積及び形状
でもよいが、発光素子よりも大きいことが好ましく、上述した透光層、特に、１層目の透
光層と同じ平面積及び平面形状であることが好ましい。これにより、発光装置の外形を構
成する平面形状と同面積の平面形状を有することとなり、小型の発光装置をシンプルな構
成で形成することができる。
　波長変換層が複数積層される場合、その平面積及び形状の全てが同一でなくてもよいが
、同一であることが好ましい。特に、複数の波長変換層は、その側面を一致させて積層さ
せることが好ましい。
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【００５３】
　他の機能層が１層以上積層される場合、その積層位置は各層の間、透光積層体上下のい
ずれでもよい。
　なお、他の機能層が１層以上積層される場合、少なくとも発光素子の上面と同じ平面積
及び平面形状を有していればよいが、発光素子よりも大きいことが好ましい。他の機能層
の側面は、上述した透光層及び／又は波長変換層と一致させることがより好ましい。
【００５４】
　透光積層体の形成方法は、特に限定されるものではなく、当該分野で公知の方法を利用
することができる。例えば、板状又はシート状の透光層、波長変換層、任意に他の機能層
を順次積層し、それらの間に透光性の接着剤等を極薄膜状で配置して一体的に固定する方
法、これらの層を順次、ポッティング、スクリーン印刷、スプレー塗布等により積層する
方法、これらを組み合わせた方法、例えば、板状又はシート状の層の一面にポッティング
、スクリーン印刷、スプレー塗布等した層を複数形成し、それらを重ね合わせる方法など
が挙げられる。スクリーン印刷、スプレー塗布等は、スクリーン印刷装置、スプレー塗布
装置等を利用することができる。スクリーン印刷は、１回の塗布のみ又は２回以上の積層
印刷でもよい。スプレー塗布は、連続噴射でもよいが、パルス状（間欠的）にスプレーを
噴射するパルススプレー方式が好ましい。これにより、被スプレー面に凹凸があっても均
一な厚みの層を形成することができる。
【００５５】
　本発明の発光装置には、発光素子の他、保護素子等が搭載されていてもよい。保護素子
は、１つでもよいし、２つ以上の複数個でもよい。ここで、保護素子は、例えば、ツェナ
ーダイオード、トランジスタのダイオード等の公知のもののいずれでもよい。
【００５６】
　実施形態１
　以下に、本発明の発光装置の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
　実施形態１
　この実施形態の発光装置１０を、図１Ａ及び１Ｂに示す。
　この発光装置１０は、基体１１と、基体１１の上に載置された発光素子１４と、発光素
子１４の側面を被覆する光反射部材１８と、発光素子１４の上面を被覆する透光積層体１
５を備える。
【００５７】
　基体１１は、例えば、窒化アルミニウムからなる板材の表面に、チタン、パラジウム、
金が積層されて配線パターン１２が形成されたものである。配線パターン１２は、その表
面に金メッキが施されている。基体１１は、平面形状が略長方形である（１．８ｍｍ×２
．２ｍｍ）。
　発光素子１４は、透光性の絶縁基板上に半導体層が積層され、半導体層側の一面に正負
電極１４ａが形成されたものであり、基体１１上に、接合部材であるＡｕ－Ｓｎ共晶半田
（図示せず）によって、フリップチップ実装されている。発光素子１４は、平面形状が略
正方形である（１．４ｍｍ×１．４ｍｍ）。
　基体１１の配線パターン１２上には、保護素子１３がさらに配置されている。
【００５８】
　発光素子１４の全側面は、光反射部材１８が接触するように被覆されている。光反射部
材１８は、シリコーン樹脂に酸化チタンが３０重量％程度で含有されている。発光素子１
４の上面（つまり、透光性の絶縁基板の表面）と、発光素子１４の側面を被覆する光反射
部材１８の上面とは、面一となるように、一致している。光反射部材１８は、発光素子１
４の側面のみならず、発光素子１４が載置された領域以外の基体１１の上面、つまり、基
体１１の配線パターン１２に接続された電極１４ａ間、これら電極１４ａが形成された基
体１１に対向する発光素子の下面と基体１１／配線パターン１２との間を被覆する又は埋
め込むように配置されていることが好ましい。
　光反射部材１８は、保護素子１３を埋設している。
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【００５９】
　発光素子１４の上には透光積層体１５が配置されている。
　透光積層体１５は、発光素子１４よりも大きく、基体１１の平面積と略同じ平面積であ
り、かつ基体１１と同じ形状で、発光素子１４の全上面、光反射部材１８に被覆された保
護素子１３の全上面を被覆するように配置されている。
　透光性積層体１５は、発光素子１４に接触する第１の透光層１６ａと、第１の波長変換
層１７ａ、第２の透光層１６ｂ及び第２の波長変換層１７ｂとがこの順に積層されて構成
されている。
【００６０】
　第１の透光層１６ａ及び第２の透光層１６ｂは、シリコーン樹脂から形成されており、
それぞれ、厚みが５０μｍである。
　第１の波長変換層１７ａ及び第２の波長変換層１７ｂは、各波長変換層の全重量に対し
て、それぞれ３０重量％、７０重量％のＹＡＧ（蛍光体）を含有するシリコーン樹脂によ
って形成されている。第１の波長変換層１７ａ及び第２の波長変換層１７ｂは、それぞれ
、厚みが３０μｍである。
　この透光積層体１５は、第１の透光層１６ａ及び第２の透光層１６ｂの表面にそれぞれ
、第１の波長変換層１７ａ及び第２の波長変換層１７ｂがスプレー塗布され、これを積層
することにより、形成されている。
【００６１】
　第１の透光層１６ａ、第１の波長変換層１７ａ、第２の透光層１６ｂ及び第２の波長変
換層１７ｂは、それらの側面が面一であり、発光装置１０の外形を構成している。
【００６２】
　この発光装置１０の比較例として、透光積層体の第２の透光層及び第２の波長変換層を
設けず、第１の透光層及び第１の波長変換層の厚みを２倍にした以外、上述した発光装置
と実質的に同様の構成を有する発光装置を作製した。
【００６３】
　本実施形態の発光装置１０と比較例の発光装置について、光束を測定した。光束は、発
光装置に３５０ｍＡの電流を印加し、Ｔｊ＝２５℃の条件で、積分球によって測定した値
である。その結果、比較例の発光装置を１００とした場合、発光装置１０（ｎ＝１０）に
おける光束はいずれも約３％向上していることが確認された。
【００６４】
　また、配光色度を測定したところ、図１Ｃに示したように、発光装置の０°及び９０°
のいずれの配光角度においても、特に、水平方向に近い部位（指向角度が広い部位）での
波長変換されない光の漏れを低減することができることが確認された。これによって、色
むらの低減が期待され、より一層容易に所望の色度を有する光を調整することが可能とな
る。
【００６５】
　このように、本実施形態の発光装置は、上述した透光積層体を備えることにより、光取
り出し効率を向上させながら、波長変換されていない光の漏れを確実に抑制することがで
きる。これによって、色むらの改善が期待され、所望の色度を有する光の調整が容易とな
る。
【００６６】
　実施形態２
　この実施形態の発光装置２０は、図２に示すように、保護素子１３が配置される代わり
に、配線パターン２２を表面に備える基体２１（平面形状が略長方形、１．８ｍｍ×５．
０ｍｍ）上に、発光素子１４を３つ搭載し、それに合わせて透光積層体１５のサイズを変
更した以外、実質的に実施形態１の発光装置１０と同様の構成を有する。
　従って、実施形態１の発光装置１０と同様の効果が得られる。
【００６７】
　実施形態３
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　この実施形態の発光装置３０は、図３に示すように、正負のリードフレーム３２が内部
に埋め込まれてなる基体３１の上に、一体的に光反射部材３８が配置されて構成されてい
る。
　光反射部材３８は、発光装置３０の中央部分を含んで、リードフレーム３２の表面を露
出しており、その露出面に接合部材を介して発光素子１４が搭載されている。発光素子の
電極とリードフレームとは、ワイヤにより電気的に接続されている。光反射部材３８は、
発光素子１４の外周を取り囲み、発光装置３０の上面側が露出面よりも大面積となるよう
に、発光素子１４に対向する面が傾斜している。光反射部材３８の上面は、発光素子１４
の上面よりも高い位置（例えば、基体３１上面から４０μｍの高さの位置）に配置されて
いる。
【００６８】
　発光素子１４の上には透光積層体３５が配置されている。
　透光積層体３５は、発光素子１４よりも大きく、基体３１の平面積と略同じ平面積であ
り、かつ基体３１と同じ形状で、発光素子１４の全上面、光反射部材３８の上面を被覆す
るように配置されている。
　透光積層体３５は、発光素子１４に接触する第１の透光層３６ａと、第１の波長変換層
３７ａ、第２の透光層３６ｂ及び第２の波長変換層３７ｂとがこの順に積層されて構成さ
れている。
【００６９】
　第１の透光層３６ａは、発光素子１４に接触するのみならず、光反射部材３８と発光素
子１４との間にも埋設され、さらに、発光素子１４上面から光反射部材３８の上面に渡っ
て配置されている。光反射部材３８の上面での第１の透光層３６ａの厚みは、５０μｍで
ある。
【００７０】
　上述した構成以外は、実質的に実施形態１の発光装置１０と同様の構成を有する。
　従って、実施形態１の発光装置１０と同様の効果が得られる。
【産業上の利用可能性】
【００７１】
　本発明の発光装置は、ファクシミリ、コピー機、ハンドスキャナ等における画像読取装
置に利用される照明装置のみならず、照明用光源、ＬＥＤディスプレイ、携帯電話機等の
バックライト光源、信号機、照明式スイッチ、車載用ストップランプ、各種センサ及び各
種インジケーター等の種々の照明装置に、高い信頼性で、利用することができる。
【符号の説明】
【００７２】
　１０、２０、３０　発光装置
　１１、２１、３１　基体
　１２、２２　配線パターン
　３２　リードフレーム
　１３　保護素子
　１４　発光素子
　１５、３５　透光積層体
　１６ａ、３６ａ　第１の透光層
　１６ｂ、３６ｂ　第２の透光層
　１７ａ、３７ａ　第１の波長変換層
　１７ｂ、３７ｂ　第２の波長変換層
　１８、３８　光反射部材
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